
 
第 348 回 企業会計基準委員会 

資料番号 審議事項(1)-2 参考資料

日付 2016 年 11 月 4 日
  

 

プロジェクト IFRS のエンドースメント手続 

項目 2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に発効される会計基準等（IFRS 第 9 号、IFRS 第 15 号及び IFRS 第 16 号等を除く）に関する比較表 
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1. 今回検討を行う会計基準等に関して、IASB により公表された IFRS 又は IFRIC（2013 年 12 月 31 日現在）と比較し、各項目につき、会計基準に係る基本的な考え方、実務上の困難さ及び周辺制度との関

連を分析した結果、「削除又は修正」を検討する候補はないと考えられる。なお、検討が必要な項目として＊を付さなかった理由を併せて記載している。 

 

IFRS 第 14 号「規制繰延勘定」  

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い  

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 料金規制対

象活動 

・新規に公表された会計基準である

ため、該当なし。 

・IFRS 未適用企業の 初の IFRS 財

務諸表及びその後の IFRS 財務諸

表において、規制繰延勘定残高を

引き続き従前の会計原則に従っ

て会計処理することを認めてい

る。（IFRS 第 14 号第 11 項） 

・また、料金規制の対象となってい

る活動、及び認識している金額に

ついての開示が求められている。

（IFRS第14号第30項～第36項）

・該当する規定はない。    ・ IFRS 第 14 号は、料金規制事業について、新たな会計基準が

開発されるまでの暫定措置として、引き続き従前計上されて

いた規制繰延勘定の計上を認めるものであり、現状規制繰延

勘定に係る規定がない我が国において、特に検討すべき点は

ないと考えられる。 
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「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」（IFRS 第 11 号｢共同支配契約｣の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要

な項目の候

補の抽出 

＊を付さなかった理由 基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 共同支配事

業に対する

持分の取得 

・ 共同支配事業者は、共同支配事

業に対する持分に係る資産、負

債、収益及び費用の会計処理を、

特定の資産、負債、収益及び費

用に適用されるIFRSに従って行

うこととされていた。（IFRS 第

11 号第 21 項） 

・ 共同支配事業の活動が事業

（IFRS 第 3 号「企業結合」で定

義）を構成する場合の共同支配

事業に対する持分の取得企業は

IFRS第 3号及び他の基準におけ

る企業結合の会計処理について

の関連性のある原則を適用する

ことが明記され、企業結合につ

いて定めのある関連性のある情

報の開示が求められている。

（IFRS 第 11 号第 21A 項）  

・ 共同支配企業のみ規定がなされ

ており、共同支配企業について

は持分法を適用する（企業会計

基準第 21 号第 39 項）。 

・ 建設業の JV は、連結実務では個

別の組織体として認識しないこ

とが適切とされている（連結財

務諸表における子会社及び関連

会社の範囲の決定に関する監査

上の留意点についての Q&A 

Q12）。 

   ・ 本改正は、共同支配事業の活動が事業を構成する場合に、既

存のIFRS第3号及び他の基準における企業結合に関する原則

が適用される旨を明確化するものであり、当該基準の取扱い

について基本的な変更はないものと考えられる。IFRS 第 3 号

及び他の基準についてエンドースメント手続がすでに行われ

ていることを踏まえれば、我が国の会計基準に係る基本的な

考え方の相違等について特に検討すべき点はないと考えられ

る。 
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「許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化」（IAS 第 16 号「有形固定資産」及び IAS 第 38 号「無形資産」の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要

な項目の候

補の抽出 

＊を付さなかった理由 基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 減価償却方

法 

・ 減価償却及び償却の基礎は、資

産の将来の経済的便益の消費に

ついての予想パターンであるこ

とが原則とされていた。（IAS 第

16 号第 60 項、IAS 第 38 号第 97

項及び第 98 項） 

・ IAS 第 16 号において、一般的に、

資産に具現化された経済的便益

の消費を測定するための基礎と

して収益を用いることは適切で

はない旨を明確化した。（IAS 第

16 号 62A 項） 

・ また、IAS 第 38 号において、無

形資産について、IAS 第 16 号と

同様の明確化をした。ただし、

この推定は、一部の限定的な状

況においては反証が可能である

とし（IAS 第 38 号第 98A 項）、企

業が償却方法を選択する際の追

加的なガイダンスも提供してい

る。（IAS 第 38 号第 98B 項）。 

・ 減価償却は所定の減価償却方法

に従い、計画的、規則的に実施

されねばならない（連続意見書

第三）。減価償却計算方法とし

て、期間を配分基準とする方法

（定額法、定率法等）と生産高

を配分基準とする方法（生産高

比例法）を示している（企業会

計原則 注解注 20））。 

・ 市場販売目的のソフトウェアの

製品マスター等においては、見

込販売収益に基づいた費用配分

とする方法も合理的な方法の一

つとしている（研究開発費等に

係る会計基準 第三項 3(4)）。 

 

   ・ 本改正は、経済的便益の消費を測定するための基礎として収

益を用いることは適切ではない旨を定めている。収益を基礎

とした減価償却方法については、我が国では一部のソフトウ

ェアについて例示がなされているのみである。本改正の内容

について、特に否定すべき点はないと考えられる。 
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「農業：果実生成型植物」（IAS 第 16 号「有形固定資産」及び IAS 第 41 号「農業」の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 果実生成型

植物の準拠

基準 

・ IAS 第 41 号の、公正価値測定が

生物資産の生物学的変化を も

よく反映するという原則に基づ

き、公正価値を信頼性をもって

測定できない場合を除き、全て

の生物資産（果実生成型植物を

含む）について、売却コスト控

除後の公正価値で測定すること

を要求していた。（IAS 第 41 号

第 12 項、第 13 項） 

・ 果実生成型植物を定義（IAS 第

16 号第 6 項、IAS 第 41 号第 5

項～第 5C 項）した上で、その働

きは製造と同様であるため、IAS

第41号ではなくIAS第16号「有

形固定資産」の範囲に含め、自

家建設の固定資産と同様に会計

処理することを求めた。（IAS 第

16 号第 3項（b）、第 22A 項、IAS

第 41 号第 1 項、第 2 項（b）） 

・ 果実生成型植物の上に生育する

生産物は依然として IAS 第 41

号の範囲に含まれる。 

・ IAS第 41号のような規定はない

が、実務上、原価を基礎として

会計処理されていると考えられ

る。 

   ・ IAS 第 41 号「農業」の「生物資産及び農産物の公正価値測定」

については、初度エンドースメント手続において、「会計基

準に係る基本的な考え方に重要な差異があるもの」のうちの

「公正価値測定の範囲に関連する項目」として、「検討が必

要な項目」とされた。 
本改正は、一部の生物資産について原価モデルを適用する

ことを認めるものであり、当該改正自体には、特に検討すべ

き点はないと考えられる。 
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「個別財務諸表における持分法」（IAS 第 27 号「個別財務諸表」の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 個別財務諸

表における

関係会社投

資の測定 

・ 企業が個別財務諸表を作成する

場合には、子会社、共同支配企

業及び関連会社に対する投資

を、取得原価あるいは IFRS 第 9

号｢金融商品｣に従って会計処理

することを要求していた。（IAS

第 27 号第 10 項等） 

・ 企業が個別財務諸表における子

会社、共同支配企業及び関連会

社に対する投資の会計処理に持

分法を使用することを追加で認

めている。（IAS 第 27 号第 10 項

（c）等） 

・ 子会社株式及び関連会社株式

は、取得原価をもって貸借対照

表価額とするとされている。（企

業会計基準第 10 号第 17 項） 

   ・ 本改正は、個別財務諸表において持分法の適用を認めるもの

である。我が国では、個別財務諸表において持分法は認めら

れていないが、本改正後も原価は引き続き選択肢の 1 つとさ

れていること、また、初度エンドースメント手続において、

IFRS 第 9 号に従った公正価値での測定を選択肢とする現行

の IAS 第 27 号の取扱いについて、「削除又は修正」を検討す

る候補としなかったことを踏まえると、特に「削除又は修正」

を検討する候補とする必要はないと考えられる。 
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「IFRS の年次改善 2012-2014 年サイクル」 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 処分方法の

変更（IFRS

第 5 号） 

・ 売却目的保有への分類を中止し

た場合についてガイダンスが提

供されていた一方で、売却目的

保有から分配目的保有への分類

や分配目的保有の分類を中止し

た場合については、ガイダンス

が示されていなかった。（IFRS

第 5 号第 27 項から第 29 項） 

・ 資産（又は処分グループ）は、

通常、売却、または所有者への

分配を通じて処分される。売却

目的から分配目的（又は、その

逆）に変更した場合、それを新

しい処分計画とみなすべきでは

なく、当初計画の継続として扱

うことが明確化された。（IFRS

第 5 号第 26A 項） 

・ 資産（又は処分グループ）が直

ちに分配に利用できないか、分

配の可能性が非常に高いとはい

えないと企業が決定する場合、

分配目的保有の会計処理を中止

し、IFRS 第 5 号のガイダンスを

適用しなければならないことを

明確にした。（IFRS 第 5 号第 29

項） 

・ 売却目的保有又は分配目的保有

の非流動資産に関する特段の規

定はない。 

   ・ 本改正は、IFRIC 第 17 号「所有者に対する非現金資産の分配」

に伴う IFRS 第 5 号の修正で示されていなかった売却目的保

有と分配目的保有との間の分類変更等の取扱いを明確化す

るものであり、IFRS 第 5 号の基本的な取扱いを変更するもの

ではないと考えられる。IFRS 第 5 号についてエンドースメン

ト手続がすでに行われていることを踏まえれば、特に検討す

べき点はないと考えられる。 

2 継続的関与

― サービ

シング契約

（IFRS 第 7

号） 

・ 企業が金融資産のキャッシュ・

フローを受け取る契約上の権利

を保持するが、当該キャッシ

ュ・フローを 1 つ又は複数の企

業に支払う契約上の義務を引き

受け、かつ、IFRS 第 9 号の 3.2.5

項（a）から（c）の条件が満た

されている契約については、継

続的関与を構成しない旨明記さ

れていた。（IFRS 第 7 号第 42C

項） 

 

・ 金融資産を譲渡した企業がサー

ビシングを行う契約が締結され

ている場合、一般的に継続的関

与があると考えられるものの、

当該サービシング契約が単にキ

ャッシュ・フローをパス・スル

ーするだけのものである場合、

継続的関与を有するものに該当

しない旨を明確化した。（IFRS

第 7 号 B30 項、B30A 項） 

 

・ 金融資産の消滅の認識に関連し

た継続的関与に関する記述が、

企業会計基準第10号第8項～第

9 項及び第 57 項～第 58 項にあ

り、移転した財務構成要素の消

滅を認識し、留保される財務構

成要素の存続を認識する方法

（財務構成要素アプローチ）に

よるものとされている。 

 

   ・ 本改正は、IFRS 第 7 号の継続的関与に関連して、サービシン

グ契約の取扱いを明確化するものであり、IFRS 第 7 号の基本

的な取扱いを変更するものではないと考えられる。IFRS 第 7

号についてエンドースメント手続がすでに行われているこ

とを踏まえれば、特に検討すべき点はないと考えられる。 

3 要約期中財 ・ 2011 年 12 月の改訂により IFRS ・ 「当該事業年度に属する期中報 ・ 該当する注記の要求事項はな    ・ 本改正は、IFRS 第 7 号と IAS 第 34 号の関係について不明確
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# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

務諸表への

適用可能性

（IFRS 第 7

号） 

第 7 号では、金融資産と金融負

債の相殺に関するガイダンスを

2013年 1月 1日以後開始する事

業年度及び当該事業年度に属す

る期中報告期間に適用しなけれ

ばならないとしていた（IFRS 第

7 号第 44R 項）。一方で、IAS

第 34 号に関連する規定はなか

った。 

告期間」の記述が削除され、相

殺に関する追加的な開示が、期

中報告期間について要求されて

いないことが明確化された。た

だし、IAS 第 34 号の一般的な要

求事項により必要となる場合が

ある。（IFRS 第 7 号第 44R 項、

BC72C 項） 

 

い。 であった記述を明確化するものであり、IFRS 第 7 号の基本的

な取扱いを変更するものではないと考えられる。IFRS 第 7

号についてエンドースメント手続がすでに行われているこ

とを踏まえれば、特に検討すべき点はないと考えられる。 

4 割引率：地域

的市場の論

点（IAS 第 19

号） 

・ 原則として、優良社債の利回り

を参照した割引率によって割引

計算を行うことが要求される

中、（割引率に関して）債券に

ついて厚みのある市場が存在し

ない国においては、国債の（報

告期間の末日における）市場利

回りを使用することとされてい

た。（IAS 第 19 号第 83 項） 

・ 割引率の見積りに使用する優良

社債は、給付の支払いがされる

通貨と同じ通貨で発行されたも

のであるべき旨を明確にし、優

良社債についての市場の厚み

は、通貨レベルで評価すべきで

ある旨が明確化された。（IAS 第

19 号第 83 項） 

・ 退職給付債務の計算における割

引率は、安全性の高い債券の利

回りを基礎として決定するとし

て、期末における国債、政府機

関債及び優良社債の利回りが例

示されている。（企業会計基準第

26 号第 20 項） 

   ・ 本改正は、IAS 第 19 号において、PBO の計算に適用する割引

率の範囲を明確化するものであり、IAS 第 19 号の基本的な取

扱いを変更するものでないと考えられる。IAS 第 19 号につい

てエンドースメント手続がすでに行われていることを踏ま

えれば、特に検討すべき点はないと考えられる。 

5 期中財務報

告（IAS 第 34

号） 

・ 「期中財務報告書の他の部分で

開示されていない場合」、期中

財務諸表の注記で情報を開示す

ることを要求されていた（IAS

第 34 号第 16A 項）。なお、「期

中財務報告書の他の部分」につ

いての定義はなされていなかっ

た。 

・ 「期中財務報告書の他の部分」

との用語を用いて開示の記載場

所を示す代わりに、期中財務諸

表での開示、又は、該当する情

報が期中財務諸表以外の場所に

開示されている場合には、期中

財務諸表から当該情報の場所の

参照を組み込むことが要求され

ている。（IAS 第 34 号第 16A 項）

・ 該当する規定はない。    ・ 本改正は、IAS 第 34 号で要求される開示の記載場所を示す

「期中財務報告書の他の部分」との用語を明確化するもので

あり、IAS 第 34 号の基本的な取扱いを変更するものでないと

考えられる。IAS 第 34 号についてエンドースメント手続がす

でに行われていることを踏まえれば、特に検討すべき点はな

いと考えられる。 
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「開示に関する取組み」（IAS 第 1 号「財務諸表の表示」の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 重要性と集

約 

・ 重要性が無い場合に、区分表示

や IFRS で要求されている具体

的な開示が求められない旨定め

られていた。（IAS 第 1 号第 30

項、第 31 項） 

・ 重要性の考慮は IFRS における

財務諸表（注記を含む）の区分

表示及び具体的な開示要求に適

用すべきであり、情報を集約又

は分解することにより、有用な

情報を不明瞭にしてはならず、

集約により財務諸表の理解可能

性を低下させてはならないこと

を明確化した。（IAS第1号第30A

項、第 31 項） 

・ 重要性の乏しいものについて

は、本来の厳密な会計処理によ

らないで他の簡便な方法による

ことも正規の簿記の原則に従っ

た処理として認められる。重要

性の原則は、財務諸表の表示に

関しても適用される。（企業会

計原則 第一 二 注 1） 

 

   ・ 本改正は、IAS 第 1 号の取扱いの明確化を図るものであり、

IAS 第 1 号の基本的な取扱いを変更するものではないと考え

られる。IAS 第 1 号についてエンドースメント手続がすでに

行われていることを踏まえれば、特に検討すべき点はないと

考えられる。 
なお、#3 の表示-持分法については、修正会計基準第 2 号

「その他の包括利益の会計処理」では、改正前の IAS 第 1 号

第 82A 項を「削除又は修正」しておらず、リサイクリングさ

れるか否かに基づく区分表示の要求事項を維持しているた

め、本改正（IAS 第 1 号第 82A 項(b)の挿入）に伴う修正会計

基準第 2 号の「削除又は修正」は不要と考えられる（リサイ

クリングされない項目の区分は、IAS 第 16 号及び IAS 第 38

号の再評価モデルを適用した場合に用いられる可能性があ

る）。 
 

2 表示すべき

情報 

・ 財政状態計算書計算書ならびに

純損益及びその他の包括利益計

算書について、IAS 第 1 号で特

定されている表示項目のリスト

が提示されていた。（IAS 第 1 号

第 54 項、第 82 項、第 82A 項） 

・ また当該財務諸表の、追加的な

表示科目、見出し及び小計につ

いても定めがあった。（IAS 第 1

号第 55 項、第 85 項） 

・ 財政状態計算書計算書ならびに

純損益及びその他の包括利益計

算書について、IAS 第 1 号で特

定されている表示項目のリスト

は、関連性があれば集約又は分

解できることを明確化した（IAS

第 1 号第 55 項、第 55A 項）。ま

た追加的に小計を表示する場合

の要求事項を明確化した。（IAS

第 1 号第 85 項、第 85A 項、第

85B 項） 

・ 流動・非流動に分類して表示す

る（企業会計原則 第三 二）。

・ 財規などでは、詳細に表示科目

が規定されている。 

・ 損益項目の性質別開示の規定は

ない。 

・ 段階損益として売上総利益、営

業利益、経常利益、税引前当期

純損益、当期純利益の５つの区

分が規定されている（企業会計

原則 第二 二～八）。 

・ 特別損益の表示に関して企業会

計原則で規定されている（企業

会計原則 第二 六）。 

 

 

 

 

 

 

   

3 表示－持分 ・ その他の包括利益の内訳項目に ・ 持分法で会計処理する関連会社 ・ 当期純利益を構成する項目の     
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# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

法 ついて、その後の期間で純損益

にリサイクリングされるか否か

に基づき区分して表示すること

が明記されていた。（IAS 第 1 号

第 82A 項） 

及び共同支配企業のその他の包

括利益に対する企業の持分を、

純損益にリサイクリングされる

項目とそうでない項目に区分し

て表示することを明確化した。

（IAS 第 1 号第 82A 項（b）） 

うち、当期又は過去の期間にそ

の他の包括利益に含まれてい

た部分は、組替調整額として内

訳項目ごとに注記する定めが

ある。（企業会計基準第 22 号

第 9項） 

・ 一方で、その他の包括利益の項

目について、その後の期間で純

損益にリサイクリングされる

か否かに基づいて区分表示す

ることを要求する規定はない。

 

4 注記－構成 ・ 「企業は、通常、注記を次の順

序で記載する」とされていた。

（IAS 第 1 号第 114 項） 

・ 注記の記載順序について、財務

諸表の理解可能性と比較可能性

に与える影響を考慮することが

明確化された。（IAS第1号第113

項、第 114 項） 

・ その他の注記事項については、

連結の範囲又は持分法適用の

範囲の変更及び会計方針の変

更の注記の次に記載すること

とされている。（連結財務諸表

等規則 第 16 条） 

 

   

5 会計方針の

開示 

・ 企業の営業活動の特徴及び同業

種の企業であれば開示するであ

ろうと財務諸表の利用者が期待

する会計方針を考慮して、会計

方針を開示すべきとし、法人所

得税及び外貨換算についての例

示がなされていた。（IAS 第 1 号

第 120 項） 

・ 企業特有のものである可能性は

低いものとして、法人所得税及

び外貨換算に関連する記述が削

除された。 

・ 重要な会計方針の注記の例と

して、外貨換算基準についての

記載があるが、法人所得税につ

いては例示がない。（連結財務

諸表等規則 第 13 条 第 5 項）
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「投資企業：連結の例外の適用」（IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」及び IAS 第 28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 連結の例外 ・ 連結財務諸表の作成免除につい

て、以下が明記されていた。 

・ ある企業が親会社の立場にある

場合、当該企業にとっての 上

位の親会社又はいずれかの中間

親会社が、IFRS に準拠した公表

用の連結財務諸表を作成してい

る場合（IFRS 第 10 号第 4 項（a）

（iv））等のすべての要件を満た

す場合に、連結財務諸表を作成

する必要がない。（IFRS 第 10 号

第 4項） 

・ 投資企業は、子会社を連結せず、

純損益を通じた公正価値で測定

する。ただし、当該子会社が投

資企業の投資活動に関連するサ

ービスを提供する場合を除く。

（IFRS 第 10 号第 31 項、第 32

項） 

・ 企業の 上位又は中間の親会社

が、IFRS に準拠した公表用の連

結財務諸表を作成している場合

（IAS 第 28 号第 17 項（d））等

のすべての要件を満たす場合

に、関連会社又は共同支配企業

に対する投資に持分法を適用す

る必要はない。（IAS 第 28 号第

17 項） 

以下の取扱いが明確化されている。

・ ある企業が親会社の立場にある

場合に、当該企業が投資企業の

子会社である場合でも連結財務

諸表の作成免除を利用可能であ

ること（ IFRS第 10号 第 4項

（a）） 

・ 投資企業が連結するのは、子

会社自体が投資企業ではな

く、かつ投資企業にサービス

を提供する子会社のみであ

ること（IFRS 第 10 号第 32

項） 

・ 投資企業でない親会社が、投資

企業である共同支配企業又は関

連会社に投資している場合に

は、当該投資企業が子会社の持

分について適用している公正価

値による測定を引き継ぐことが

できること（IAS 第 28 号第 36A

項） 

・ ある企業の親会社である投

資企業が子会社を公正価値

により測定する場合であっ

ても、当該企業の傘下の共同

支配企業又は関連会社の投資に

対して持分法の免除規定が適用

されること（IAS 第 28 号第 17

項（d）） 

・ 併せて、IFRS 第 12 号の範囲除

外が、投資企業である親会社

・ 金融商品取引法第24条第1項に

おける有価証券報告書の様式に

ついて、財務諸表等の監査証明

に関する内閣府令第1条 八にお

いて定めがあり、連結財務諸表

の作成が義務づけられている。

   ・ 本改正は、投資企業の規定の導入に伴い、連結財務諸表の作

成免除範囲等、明確化が必要とされた事項に対応して明確化

を行うものであり、IFRS 第 10 号等の該当する会計基準等の

基本的な取扱いを変更するものではないと考えられる。 
・ なお、当委員会は、本改正に係る公開草案に対して、より忠

実な表現につながるものとして、「投資企業である子会社」

を公正価値で測定する代わりに連結すべきとコメントした。

しかしながら、「投資企業である子会社」を公正価値で測定

する取扱いは従前と同様であり、「削除又は修正」の検討の

候補とせずにIFRS第 10号のエンドースメント手続がすでに

行われていることを踏まえれば、「削除又は修正」を検討す

るほどの重要性はないと考えられ、特に検討すべき点はない

と考えられる。 
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# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い 

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

が子会社を公正価値により

測定する場合には適用され

ないこと（IFRS 第 12 号第 6

項(b)(ii)） 
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「繰延税金資産の認識」（IAS 第 12 号の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が

公表した IFRS 又は IFRIC（2013

年 12 月 31 日現在）における取扱

い  

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 未実現損益 ・ 公正価値又は再評価額で計上

され、税務基準額について修

正が行われない場合、当該資

産の税務基準額が帳簿価額を

上回るケースが、繰延税金資

産を発生させる将来減算一時

差異の例示として挙げられて

いた。（IAS 第 12 号第 26 項

(d)） 

・ 企業は、将来減算一時差異を

活用できる課税所得が得られ

る可能性が高い場合のみ、繰

延税金資産を認識するとされ

ていた。（IAS 第 12 号第 27

項） 

・ 将来の期間の課税所得を見積

る際には、将来の期間に発生

すると予想される将来減算一

時差異から生じる課税所得を

無視することとされていた。

（IAS 第 12 号第 29 項(a)） 

・ 資産の帳簿価額の回収を、売却、

使用あるいは両者の組み合わせ

のいずれにより見込んでいるか

にかかわらず将来減算一時差異

が発生する旨が明確化された

（IAS 第 12 号第 26 項(d)設例）

・ 将来減算一時差異を活用できる

課税所得が得られるかの評価に

おいて、税法上の制限（例えば、

キャピタル・ロスの相殺をキャ

ピタル・ゲインに限定している

場合等）を考慮すべきであり、

当該制限がある場合は、同じ種

類の他の将来減算一時差異のみ

を合算して評価すべきとした。

（IAS 第 12 号第 27A 項） 

・ 将来の課税所得の見積りにおい

て、将来減算一時差異の将来の

減算の影響を含めないこと（IAS

第 12 号第 29 項(a)(i)）、現時点

で将来減算一時差異が生じてい

る資産についても、回収可能性

が高い場合等においては、生じ

る課税所得を見積りに含めるこ

とができることを明確化した

（IAS 第 12 号第 29A 項）。 

・ 繰延税金資産の回収可能性の判断

にあたっては、企業の収益力に基

づく一時差異等加減算前課税所得

等に基づき、将来の税金負担額を

軽減する効果を有するかどうかを

判断することとされている。（企

業会計基準適用指針第 26 号 第 6

項） 

・ その他有価証券の評価差額に係る

一時差異について、個々の銘柄ご

とではなく、一括して繰延税金資

産を計上できる規定がある。（企

業会計基準適用指針第 26 号 第 38

項） 

・ 一時差異等加減算前課税所得につ

いて、解消することを見込む一時

差異の額を除くことが明記されて

いる。（企業会計基準適用指針第

26 号 第 3項(9)） 

・ タックス・プランニングに基づく

一時差異等加減算前課税所得の見

積り額について、資産の含み益等

の実現可能性を考慮する規定があ

るが（企業会計基準適用指針第 26

号 第 33 項）、将来減算一時差異

が生じている資産の売却等の課税

所得を見込む可否に関する特段の

規定はない。 

   ・ 本改正は、IAS 第 39 号「金融商品：認識及び測定」に従っ

て公正価値で測定される負債性金融商品に関する税効果

会計の取扱いについて、保有者が、当該商品を満期まで保

有する場合に税務基準額を下回る差額について将来減算

一時差異を認識するか、将来減算一時差異を活用できる課

税所得の制限をどのように考慮するか等に関する明確化

を行うものであり、IAS 第 12 号の基本的な取扱いを変更す

るものではないと考えられる。IAS 第 12 号についてエンド

ースメント手続がすでに行われていることを踏まえれば、

特に検討すべき点はないと考えられる。 
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「開示に関する取組み」（IAS 第 7 号の修正） 

# 項目 

IASB 及び IFRS 解釈指針委員会が公

表した IFRS 又は IFRIC（2013 年 12

月 31 日現在）における取扱い  

新規の又は改正された IFRS の概要 （参考）日本基準における取扱い 

検討が必要な項

目の候補の抽出 

＊を付さなかった理由 
基
本
的
な
考
え
方 

実
務
上
の
困
難
さ 

制
度
と
の
関
連 

1 財務活動か

ら生じる負

債の変動 

・ 該当する規定はない。 ・ 利用者の評価を目的として、キ

ャッシュ・フローの変動及び非

資金の変動の両方を含めた財務

活動における負債の変動を開示

しなければならないとする要求

事項が追加された。(IAS 第 7 号

第 44A 項)  

・ 要求事項を満たすための方法の

1 つとして、財務活動から生じ

る負債について、財政状態計算

書上の期首残高と期末残高の調

整表を提供することが挙げら

れ、当該調整表の例示が追加さ

れた。（IAS 第 7 号第 44D 項、設

例 E） 

 

・ 財務活動によるキャッシュ・フ

ローについて、その内容毎の掲

記は求められているが、現金同

等物以外について、財政状態計

算書上の残高を用いた調整表の

注記は求められていない。（連

結財務諸表規則 第 86 条、第 87

条、第 90 条） 

   ・ 本改正は、財務活動に係る負債の変動に関する開示を追加す

るものである。当該会計基準等に係る公開草案に対して、当

委員会では、該当する項目だけを改善するパッチワーク的な

対応ではなく全体的なパッケージとして開示の改善を検討

することをコメントしていたが、「削除又は修正」を検討す

るほどの重要性はないと考えられる。 

 

以 上 
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